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Ⅰ 序 論

本稿では, 1970 年に東京金属労働組合におい

て締結された地域別統一労働協約を調査対象とし

て, その締結に至るまでの労使交渉過程を検証し

た｡ 企業別労働組合が主流の日本の労使関係にお

いて, 労使が産業別かつ地域別に協約を結ぶには,

さまざまな論点が生まれるであろう｡ 統一労働協

約をめぐっては, まず労使双方の意見の違いがあ

ることはもちろんだが, 同じ労働組合においても

産業別労働組合と企業別労働組合の異なる立場が

あり, なおかつ同じ労働組合内部にもグループご

との激しい対立が存在した｡ さらに, 同じ地域や

同じ産業であっても企業によって社内事情が大き

く異なる｡ それゆえ, 地域別統一労働協約締結に

至る労使交渉の過程は極めて複雑になるであろう｡

そもそも, 戦後日本の労使関係が企業別労働組

合の基盤のうえに形成され, 産業別労働組合は企

業別労働組合の連合体でしかないという指摘は多

くの先行研究でもされてきた｡ 代表的な研究とし

ては, 白井 (1978, 1996), 氏原 (1955) などがあ

げられる｡ 企業別労働組合は, 社内事情に従属し

た組合側の交渉力において, 労使交渉の脆弱性を

指摘されることも多かった｡ さらに, 企業別労働

組合の拡充とそれに伴う ｢企業社会｣ の成立は,

全国, 産別労働組合運動の縮小でもあるという考

え方がある (木下 (2004), 熊沢 (1995) など参照)｡

その一方で, 企業別労働組合による労使交渉の

発言力を詳細に分析した先行研究もある｡ たとえ

ば, 団体交渉と労使協議を比較検証した氏原

(1979) は, 団体交渉だけではなく労使協議によっ

て扱われる交渉事項の拡大を指摘した｡ また小池

(1983) では, 内部労働市場の成立を前提に労働

組合による発言の範囲は拡大することが指摘され

ている｡ すなわち, 企業別労働組合の労使交渉に

おける発言力拡大を踏まえれば, 小規模企業の労

働組合や非典型社員の組織化という未解決の問題

は残ったとしても, 戦後日本では全国組織や産別

労働組合の権限は縮小したといえる｡

以上要するに, 先行研究の論点はそれぞれ異な

るのだが, 大きく二つに分けると戦後日本の労働

組合運動史に対して正反対の評価があるといえる｡

しかし, ここでわれわれが留意すべきは, その語
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り口こそ異なるが, 企業別労働組合に対する実態

把握の部分は驚くほど似ているという点である1)｡

すなわち, 多くの先行研究は戦後日本の労働組合

運動史を企業別労働組合という特質をもって描い

ており, たとえ評価は逆であろうとも企業別労働

組合の特質に対する分析結果は似ているのである｡

しかし, 戦後日本の労使関係において企業別労

働組合が大きな位置を占めるとしても, これまで

全国組織, 産別労働組合による企業内労使関係に

対する主体的な取り組みがなかったとはいえない

し, なおかつその試みの失敗や限界を企業別労働

組合の拡充から説明するだけでは不十分であろう｡

われわれは同じ調査対象と研究テーマを全く別の

分析視角から検討したい｡ そのためには, なぜ産

別労働組合による労働条件の社会的規制が限定的

にならざるをえないかについて, その理論的根拠

を産業別労働組合の側から考察する必要がある｡

くわえて, 氏原 (1950) では, 中小企業におけ

る労働組合結成のとき, 全国組織, 産業別労働組

合からの関与の程度は大企業よりもはるかに大き

いと指摘されている｡ つまり, 中小企業を相対的

に多く含む金属工業, 化学工業, 雑産業, その他

軽工業において全国組織, 産業別労働組合の関与

率が高い｡ それゆえ, 中小企業において全国組織,

産業別労働組合の関与が高くなる理論的根拠も考

察する必要があろう｡

したがって本稿では, 産業別労働組合による企

業別労使関係に対する関与, とくに労働条件の社

会的規制につながる地域別統一労働協約締結とい

う試みを調査対象として取り上げ, その労使交渉

過程を分析したい｡

ところで, 分析をはじめる前に, 当たり前では

あるが, さまざまな企業の立場を考慮して複数の
・・

統一労働協約を作れないことを確認しておこう｡
・・

そもそも, 多くの企業は企業別の労使協定・労働

協約を結んでいる｡ そのため, 地域別統一労働協

約が個別企業の労働協約の上位にある場合, 最終

的にたった一つの統一労働協約にまとめるには複

雑な交渉が生じる｡ かりに労働協約締結自体 (総

論) には賛成であっても個々の条項 (各論) に関

して議論は尽きないであろう｡ それゆえ本稿では,

まず統一労働協約締結にかかわる東京金属労働組

合の内部文書史料を整理し, それぞれの立場を代

表する関係者 (アクター) の証言を集め, それら

の資料を読み解くことで労使交渉の過程を分析し

たい2)｡

本稿の構成は以下の通りである｡ つづくⅡでは,

オルソンによって指摘された〈集合財〉という概

念を使って統一労働協約の特質を理論的に考察す

る｡ Ⅲでは, 調査対象である東京金属産業におけ

る統一労働協約締結に至る経緯を概観する｡ Ⅳで

は, 統一労働協約に参加した企業労使を数量的に

把握することで, 集合行為の成立過程を検討する｡

Ⅴでは, 統一労働協約が調印されるまでの協約案

の変更を追うことで協約参加の条件を探る｡ Ⅵで

は, 統一労働協約関係者の証言と文書史料をつかっ

て, 労使交渉のアクターたちの立場に留意しなが

ら労使交渉の論点を明らかにする｡ Ⅶは, まとめ

である｡

Ⅱ ｢集合財｣ としての労働協約

労働協約とは, 労働組合と使用者又は使用者団

体との間で締結される労働条件その他に関する合

意内容に関する協定 (労組法 14 条) であり, 個別

労働契約や就業規則の上位規範である3)｡ 協約の

有効期限は上限 3年と決められている｡ 労働協約

の条項は, 労働条件や待遇に関する基準を示した

規範的部分とそれ以外の債務的部分に分かれてい

る4)｡

このような労働協約は, オルソン (1965) が定

義する ｢集合財｣ のひとつと考えられる5)｡ オル

ソンは, 集団全体の目的ないし集団共通の利益を

｢集合財｣ と名づけた｡ 公共財は〈非競合性〉と

〈非排除性〉 という特性を持つが, ｢集合財｣ は集

団内に限定すれば同じ特性を持っており, ゆえに

集団の参加者によるフリーライダー問題も生じる｡

つまり, ｢集合財｣ は当該集団にとっての公共財

であり, それは別の集団にとっての私的財である｡

なお, オルソンが定義する ｢集合財｣ は商品・

サービスに限定されず, 集合行為 (＝集合目的)

も ｢集合財｣ に含まれる｡ たとえば労働組合の場

合, 労働条件の改善や賃金アップも労働組合の共

通の目的, すなわち集合財と考えられる｡
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労働協約における集合行為の選択は, 作るか,

作らないかの選択である｡ しかし, それだけでな

く, 協約の中身に関してはさまざまな選択が可能

である｡ つまり, 同じ作るといっても個々の協約

条項作成にはさまざまな質的な選択が可能である｡

ここで留意すべきポイントは, その条項いかんに

よって協約への参加数が決まってくることである｡

このような協約締結にかかわる相互作用は ｢集合

財｣ の〈同時決定問題〉と呼べるであろう｡ すな

わち, 協約条項の内容によって協約参加数が決ま

るのだが, 同時に参加数がある一定数を超えなけ

れば協約自体が成立しないのである｡

たとえば, 一企業に限定された労働協約の場合,

ユニオンショップ制が成立している企業別労働組

合がほとんどであるので, 協約の参加者である組

合員はその協約が自分の意に沿わなくても調印に

参加する可能性が高い｡ なぜなら, もし意に沿わ

なければその企業別組合から退出 (＝退社) する

しかなく, そのコストはあまりにも高いからであ

る｡ ところが, 地域別統一労働協約の場合, 調印

は個別企業の労使に任されており, かりに調印し

なくても産別組合から抜ける必要はない｡ くわえ

て, 労働協約作成にもフリーライダー問題が存在

することに留意すべきである｡ つまり, 労働協約

作成には手間 (コスト) がかかるが, その作業に

は一切参加せずに, もしできあがった労働協約が

自社に適したものであったら調印に参加するとい

う選択も合理的である｡

図 1は, 個別企業労使の選択パターンを図示し

たものである｡ すべての企業労使の行動選択基準

を把握している者はいないが, このような選択の

パターンがあることは協約参加資格がある企業労

使にとっては周知の事実であろう｡ ゆえに個別労

使には, ふたつの ｢戦略｣ がありうる｡ 第一は,

協約作成の議論に参加しながら, 参加者の要望,

さらには現在議論に参加していない労使の要望を

考慮しつつ, 少しでも自社に適した協約に持って

いこうとする〈積極的な戦略〉である｡ 第二は,

協約作成の議論にはまったく参加せず, もし結果

的に自社に適した協約になったならば, 調印に参

加するという〈消極的な戦略〉である｡

ところで, 協約作成と調印という二段階の集合

行為に関しては, 自社に適しているかどうかだけ

が参加の決定要因ではなく, オルソンが指摘して

いる二つの要因も考慮されるべきである｡ ひとつ

は〈強制〉である｡ 協約調印に対して罰則 (たと

えば参加しなければ産別労働組合から除名する) が

あれば, 集合行為に参加せざるをえなくなる｡ だ

が, その手法が産別労働組合参加者の支持をえる

かどうかはわからない｡ もうひとつは, 〈選択的

誘因〉 である｡ 協約自体には納得していなくても,

協約に参加すれば付属的な便益 (ギフト) が手に

入るとすれば, 協約に参加する可能性は高い｡ 選

択的誘因は, 個別企業労使の費用便益計算に影響

を与える｡

以上要するに, 地域別労働協約の締結という集

合行為には, さまざまな立場のアクターによる数々

の選択肢があり, アクターたちはそれぞれの思惑

(＝費用便益計算) に従って行動しているといえる｡

地域別統一労働協約締結に至る労使交渉の分析に

は, アクターたちの選択可能性を踏まえて分析す

る必要がある｡ 主要なアクターとして, 大企業か

ら小企業までの企業別労働組合と経営層をそれぞ

れ別々に考える必要がある｡ また, 産別労働組合

も企業別労働組合とは異なる思惑を持っている｡

さらに, すでに個別企業で労働協約を結んでいる

企業もあれば, そうではない企業もあることに留

意しながら長期の労使交渉過程を分析する必要が

あろう｡

Ⅲ 東京金属産業における統一労働協約

本節では, はじめに東京金属労働組合 (東京金

属) の概要について説明し, 産業別組合としての

全国金属産業労働組合同盟 (全金同盟) の特質を

把握したい｡ そのうえで東京金属の地域別統一労
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働協約の締結に至る流れを俯瞰しよう｡

1 東京金属労働組合の概要

全国金属産業労働組合同盟 (全金同盟) は,

1946 年 9 月に総同盟傘下の産業別労働組合とし

て発足した｡ 発足当時の組織構成は 550 組合, 組

合員数 30 万人6)であった｡ その後, 1950 年に右

派と左派が分裂し, 左派は総評系の全国金属に結

集したのに対して, 右派は翌年全金同盟再建大会

を行った7)｡ 1952 年段階では, 総評全国金属の組

合員 6 万 220名8)に対して全金同盟は 4 万 7500 名

であったが, 1967 年には両者の規模が逆転し,

1970 年には総評全国金属 21 万 1723 名に対して,

全金同盟 27 万 8582 名となった｡

東京金属労働組合 (東京金属) は, 1953 年 6 月

に結成された総同盟全金同盟系列の地方産業別労

働組合である｡ 東京金属は発足当時から, 特に総

評全国金属系の関東金属と競合関係にあった｡ 当

初の組織構成は 11 単組, 2279 名と小規模であっ

たが, その後は 1973 年まで順調に組織規模を拡

大している｡ たとえば, 統一労働協約締結を決議

した 1961 年 4 月には 71 単組, 組合員 1 万 2163

名, 統一労働協約の仮調印開始直後の 1965 年 9

月段階では 88 単組 2万 1049 名, 統一労働協約本

調印直後の 1970 年には, 100 単組 3 万 2683 名と

なっている (図 2 参照)｡ また, 傘下の単組に中

小企業の組合が多いという特徴がある｡

2 統一労働協約締結に至る流れ

次に, 1970 年に締結された地域別統一労働協

約に至る経緯を概観しよう (表 1)｡ 東京金属は

1961 年 4 月の第 9 回大会で統一労働協約締結を

決議した9)｡ 同年 10 月, 生産性向上運動に賛成す

る労使を中心に労使懇談会を結成し, 協約締結を

目指すこととなった｡ これは, 東京金属が 1957

年に東京地区生産性労使会議を結成し, 生産性向

上運動を媒介とした地域別・産業別の労使の結集

にある程度成功していたためであった｡ 数度の労

使研究会での議論を経て, 東京金属は 1962 年 7

月の第 4回労使研究会で統一労働協約の骨子を提

示した｡ この骨子をもとに, 東京金属は 1962 年

10 月に ｢東京金属労働組合統一労働協約組合案｣
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表１ 統一労働協約関連年表

年 月 イベント

1955 3 日本生産性本部設立

1956 9 東京金属第１回生産性労使懇談会開催

1957 11 東京地区金属産業生産性労使会議設立 (後に関東地区生産性労使会議)

1959 9 神奈川金属労働組合が統一労働協約を締結調印

1961 4 東京金属第９回定期大会 (統一労働協約の締結方針を決定)

10 第１回労使懇談会

1962 1 第１回世話人会 (第１回労使研究会)

9 第２回労使懇談会

10 東京金属第３回委員会 (具体的組合案検討・決定)

1963 8 第３回労使懇談会

9 統一労働協約締結申入書を支部へ送付

1964 5 第８回労使研究会

9 統一労働協約労使会議

12 第９回労使研究会 (最終回)

1965 1 東京金属第４回委員会 (条文修正・前文・附属覚書承認)

2 第４回労使懇談会

4 東京金属より各会社へ仮調印要請書送付

5 深山鉄工・小笠原計器・鈴木金属工業・千代田亜鉛が仮調印

6 檜山精機・東洋亜鉛が仮調印

7 伊藤製鉄所・大三鋼材 (大三製鋼)・正電社が仮調印

8 日本電気文化 (後に解散)・昭洋工業・新興工業が仮調印

10 横山工業 (後に川崎重工と合併)・鈴木工機製作所が仮調印

1966 2 江洋電気・東京シャリングが仮調印

7 桜田機械工業・宮地鉄工が仮調印

11 江戸川製鋼が仮調印

1967 3 東京金属, 未調印会社説明会開催 (25 社・19 支部出席)

3 竹島接点工業が仮調印

8 三鷹工業が仮調印

10 未調印会社に対して支部交渉を要請

10 長岡精機宝石工業が仮調印

11 戸塚高圧瓦斯容器が仮調印

1968 1 神田産業が仮調印

3 柴崎製作所が仮調印

1969 10 統一労働協約本調印打ち合わせ会

1970 1 統一労働協約第 1～3回小委員会

2 統一労働協約第４回小委員会 (3 月本調印を決定)

2 統一労働協約打ち合わせ会 (使用者・支部)

3 統一労働協約本調印 (32 労使)

資料出所：東京金属 『統一労働協約資料』 より作成｡



を作成して仮調印を目指した｡

そして 2年以上にわたる議論を経て, 1965 年 5

月から仮調印が開始された｡ 仮調印に応じた労使

の数は, 1965 年 5 月末の 4 労使から, 翌年 7 月

には 19 労使にまで増加した｡ 最終的に, 統一労

働協約に参加する労使数が 34 にまで増加し, 本

調印に踏み切ったのは仮調印開始から約 5年後の

1970 年 3 月であった10)(図 3)｡ 決議から数えると

本調印まで約 10 年が経過した｡

Ⅳ 統一労働協約参加の数量分析

本節では, 統一労働協約に参加した企業がどの

ような属性を持っているのかを検討しよう｡ まず,
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単組の規模別に統一労働協約の参加率 (仮調印お

よび本調印) をみたのが, 図 4 である｡ 図 4 から

は, 統一労働協約に参加した労使数が増加するに

つれて, 中規模企業 (組合員数 51～300 名) の参

加率が増加しており, 小規模企業 (50 名以下) お

よび大規模企業 (301 名以上) と比較して参加率

が高くなっていることがわかる11)｡

このような参加企業の推移は, 仮調印までの議

論の過程で労使の意見が統一労働協約に反映され

た結果, 統一労働協約を肯定的に評価していた企

業労使, とりわけ中規模企業の労使が早い段階で

仮調印に参加できるようになったことを示すもの

といえる12)｡

続いて, 協約の作成と調印の二段階に分けて参

加企業労使の数量把握を行う｡ まず, 統一労働協

約の作成について議論する研究会への参加状況を

見てみよう｡ 表 2 は第 1 回 (1962 年 1 月) から第

8 回13) (64 年 5 月) までの研究会参加企業労使を

まとめたものである｡ 表から協約作成には中規模

企業が多いことが確認できる｡ さらに, 中規模企

業の平均出席率は 47.1％で全体の平均 41.5％よ

りも高いので, 中規模企業労使は積極的に研究会

に参加していたといえる｡ 一方, 大規模企業の参

加は研究会の前半には少ないが, 後半になって徐々

に増えている｡

次に, 本調印直前の統一労働協約打ち合わせ会

(1970 年) へ参加した企業労使を表 3 に示した｡

この表から本調印直前になって大規模企業が参加
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表２ 統一労働協約研究会・懇談会出席企業・労働組合

区分 名称
研究会

出席率
懇談会

規模
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ２ ３

労働組合 東京金属本部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 100.0 ○ ○ ―

横山工業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 75.0 ○ ○ 中

梁瀬自動車 ○ ○ ○ 37.5 ○ 中

田尻機械工業 ○ ○ ○ 37.5 ○ 中

宮地鉄工 ○ ○ ○ ○ 50.0 ○ ○ 大

日本化機工業 ○ ○ ○ ○ ○ 62.5 ○ ○ 小

東京シャリング ○ ○ ○ ○ 50.0 大

三鷹工業 ○ 12.5 中

千代田亜鉛 ○ 12.5 中

小笠原計器 ○ ○ 25.0 ○ 中

鈴木金属 ○ 12.5 ○ 大

使用者 第二精工舎 0.0 ○ 大

宮地鉄工 ○ ○ ○ ○ 50.0 ○ 大

横山工業 ○ ○ ○ ○ ○ 62.5 ○ ○ 中

駒井鉄工 ○ ○ ○ ○ 50.0 中

小笠原計器 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 100.0 ○ ○ 中

伊藤製鉄 ○ ○ ○ 37.5 ○ 中

深山鉄工 0.0 ○ ○ 中

千代田亜鉛 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 87.5 ○ ○ 中

藤田機工 ○ ○ ○ 37.5 小

三鷹工業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 75.0 ○ ○ 中

東京シャリング ○ 12.5 大

鈴木金属 ○ ○ 25.0 ○ 大

資料出所：東京金属 『統一労働協約資料』 および大会報告書より作成｡

注：1) 網掛けは世話人支部・使用者｡

2) 出席率は８回の労使研究会中の出席率 (第９回の出欠は不明のため除外)｡

3) 規模は 1963 年４月時点の数値を採用｡



を検討していることがわかる｡ それまで仮調印に

参加せずに本調印の会合に駆け込みで参加してい

る企業労使のうち大規模企業の占める比率は

38.5％であり, 仮調印に参加して会合にも参加し

た企業労使のうち大規模企業の占める比率 (22.6

％) よりも増えている｡ ただし, 駆け込みで直前

会合に参加した大企業労使のうち, 結果的に本調

印に参加した大規模企業は第二精工舎だけであっ

た｡

以上, 数量分析の結果として, 統一労働協約の

作成と調印という二つの段階において中規模企業

(組合員数 51～300 名) の参加率が高いことが確認

された｡ すなわち, 中規模企業は協約の作成段階

から議論に参加するという〈積極的戦略〉をとっ

ている｡ では, なぜ中規模企業の参加率は高いの

だろうか｡ ここでは, 東京金属労働組合傘下の企

業別労働組合のなかで中規模企業がもっとも多い

ので, 中規模企業の経営環境に適した労働協約が

地域別統一労働協約でも採用されやすいと解釈で

きる｡ 大規模企業にとっては, 中規模, 小規模企

業と一緒に統一労働協約を作成すると, 自社の個

別労働協約から乖離した労働協約になり, 小規模

企業にとっても同じ乖離が別の条項に関して生じ

る可能性が高い｡ 〈同時決定問題〉 を伴う集合行

為, つまり参加者を増やさないと集合財の成立自

体が危ぶまれる場合, 他の参加資格者と経営環境

が似ている参加資格集団が主導権をとる可能性が

高くなると考えられる｡

ただし, 以上のような解釈は企業規模別の数量

的な把握だけから導き出されたものである｡ 企業

規模間の違いは考慮したが, 同一企業内における

労使の対立に関しては分析が不十分であった｡ し

たがって次節では, 統一労働協約の条項という質

的変数が労使の議論の中でどのように変化したの
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表３ 1970 年２月統一労働協約打ち合わせ会出席労使一覧

企業名 仮調印
会合出欠

規模 本調印 企業名 仮調印
会合出欠

規模 本調印
使用者 労働組合 使用者 労働組合

千代田亜鉛 ○ ○ ○ 中 ○ 田尻機械 ○ × ○ 中 ○

鈴木金属 ○ ○ ○ 大 ○ 伊藤製鉄 ○ × ○ 中 ○

鈴木工機 ○ ○ × 小 ○ ビクターオート ○ × ○ 中 ○

神田産業 ○ ○ ○ 中 ○ 正電社 ○ × × 小 ○

小笠原計器 ○ ○ × 中 × 江洋電気 ○ × × 中 ○

多摩冶金 ○ ○ × 小 ○ 新興工業 ○ × × 中 ○

斎藤鉄工所 ○ ○ ○ 中 × 昭洋工業 ○ × ○ 中 ○

小知和製作所 ○ ○ × 中 ○ 戸塚高圧 ○ × × 中 ○

檜山精機 ○ ○ × 小 ○ 大三製鋼 ○ × ○ 中 ○

増島製作所 ○ ○ × 小 ○ 鈴木工作所 × ○ × 中 ○

東洋亜鉛 ○ ○ ○ 小 ○ 国際自動車工業 × ○ ○ 中 ○

柴崎製作所 ○ ○ ○ 大 ○ 新中央工業 × ○ × 大 ×

東京シャリング ○ ○ ○ 大 ○ 第二精工舎 × ○ ○ 大 ○

深山鉄工 ○ ○ × 中 ○ 昭和電機製造 × ○ × 中 ×

金門製作所 ○ ○ ○ 大 ○ 大井製線 × ○ × 小 ○

長岡精機宝石工業 ○ ○ × 大 ○ 電気興業 × ○ × 大 ×

奈良機械製作所 ○ ○ ○ 中 ○ 東京カーテンオール工業 × ○ × 大 ×

三鷹工業 ○ ○ ○ 中 ○ セイコーミシン × ○ × 小 ×

江戸川製鋼 ○ ○ ○ 中 ○ 日本鉄工 × × ○ 中 ×

国立プレス ○ ○ × 中 ○ SSC × × ○ 中 ○

宮地鉄工 ○ × ○ 大 ○ 東京重機 × × ○ 大 ×

川崎重工(旧･横山工業) ○ × × 大 × マルマ重車輛 × × ○ 中 ×

資料出所：東京金属 『統一労働協約資料』 および大会報告書より作成｡

注：1) 規模は 1969 年９月時点を採用 (SSC＝セイコーサービスセンターのみ 1970 年時点を採用)｡

2) 川崎重工は東京金属脱退, 斎藤鉄工所は倒産｡



かを企業の参加可能性に留意しながら分析しよう｡

Ⅴ 統一労働協約の内容分析

統一労働協約への参加率を決める第一の要因は,

統一労働協約自体の内容である｡ 協約案における

条項が変われば, 参加企業も変化する｡ そこで本

節では, ①骨子提示 (1962 年 7 月), ②組合案提

示 (同年 10 月), ③仮調印 (1965 年 5 月), ④本調

印 (1970 年 3 月) のそれぞれの時点における統一

労働協約の具体的な内容とその変遷を検討し, Ⅳ

で見た参加企業数拡大の背景を探ろう｡

①骨子提示

表 4 は 1962 年 7 月の第 4 回労使研究会で提示

された統一労働協約の内容の骨子である｡ すでに

この時点で協約の内容は規範的条項が除外され,

債務的条項と生産性向上運動に限定されていたこ

とがわかる｡

②組合案提示

全 7 章, 43 条にわたる組合案は神奈川金属統

一労働協約と東京金属労働協約基準案を参考にし

て作成されたが, 前者にはない雇用・解雇・配置

転換・成果配分等を規定した生産性向上運動関連

の条項が 10 条を占めているのが特徴であった｡

③仮調印

表 5から明らかなように, 労使間での議論の過

程で生産性向上運動関連の条項のほとんどが削除

され, 条項数は 35 条となった｡ また, 組合側の

利益となる項目が削除されたり (組合案 16 条),

表現の抽象化・義務規定の努力規定化・個別協約

化 (組合案 17 条) のように統一労働協約の拘束力

を弱めるような修正が行われたりした｡ こうした

改変は生産性向上運動関連の条項に限ったことで

はなく, 他の条項や附属覚書でも広く観察された｡

④本調印

仮調印開始から 1970 年の正式調印へと至る過

程での改変はほとんど行われなかった (表 5)｡ こ

の結果, 正式調印された統一労働協約では債務的

条項の統一が限定的なものにとどまる一方で経営

事情・労使関係の異なる各企業別労使が詳細を規

定する余地を残すものとなり, 債務的条項の統一

が困難な労使の参加が容易となったと考えられる｡

また, 生産性向上運動に関する条項の削除・抽象

化は, 生産性向上運動に反対する総評関東金属傘
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表４ 統一労働協約の骨子

項目 内容

適用範囲について 協約は, 原則として東京金属労働組合ならびに参加支部とその相手側である会社, 事業

所のすべてに適用されるようにする｡ 従って協約書の未文 (ママ) に本部, 支部と関係

会社の代表者による署名捺印を行なう｡

統一労働協約の優先について 統一労働協約は支部と会社とに結ばれている協約協定に優先する｡

協定の内容について 協約は主として債務的な部分及び生産性向上に関する協議事項とし, 労働条件等の規定

は会社, 支部毎の別途協議とする｡ 尚, 具体的な内容は次のものを含む｡

〈ユニオン・ショップ〉 ①関係会社, 事業所の従業員は, すべて東京金属労働組合の組合員であること②非組合

員の範囲については, 原則として会社, 事業所と各支部毎の協議事項とする③除名につ

いては, 単に支部だけの除名手続きにゆだねないで, 本部, 支部の所定の手続きをとる

ようにし本部組合長名をもって会社, 事業所に通告する｡

〈組合活動の規定〉 ①組合活動の保障について②就業時間内に行い得る組合活動の規定について③会社, 組

合双方通知義務の規定について

〈統一労協委員会の設置〉 この協約の運用のための機関として会社, 事業所, 組合の代表による委員会の設置を規

定する｡

〈生産性向上運動の規定〉 生産性向上運動の精神にもとずき (ママ) その原則的事項を規定する｡

〈団体交渉の規定〉 団体交渉の応諾の義務, その運営, 協定書の作成等を規定する｡

〈平和義務 (争議協定)〉 ①斡旋の応訴の義務の規定②事前の通告義務について③労働者雇入れの禁止④争議中の

災害に関する規定

〈附則〉 ①有効期間について②協約の改訂について

資料出所：東京金属 『統一労働協約資料』 より作成｡
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表５ 条文, 附属覚書改変の推移
①組合原案から組合正式提案までの間に改変された条文 (条文数 15, うち新設 1, 削除 10, 一部削除 3, 一部修正１)

章 条 内容 変更区分・内容 変更前 変更後

3･組合活動

9
就業時間の
組合活動

(一部削除) 就
業時間中の組合
会議出席を認め
る項目

組合活動は原則として就業時間中には行なわない｡
ただし, 左の各号の一に該当する場合はこの限りで
ない｡ 一, 団体交渉, 経営協議会等会社・事業所と
の各種会議の構成員がその会議に出席するとき｡ 二,
本部・支部規約により, 正規の機関の会議に出席す
るとき｡ 三, その他の規約については, 各会社・事
業所と支部との間で個別に協定する｡

組合活動は原則として就業時間中には行なわない｡
ただし, 左の各号の一に該当する場合はこの限りで
ない｡ 一, 団体交渉, 経営協議会等会社・事業所と
の各種会議の構成員がその会議に出席するとき｡ 二,
その他の特例については, 各会社・事業所との支部
の間で個別に協定する｡

5･生産性向
上運動

16
生産性向上
運動の目的

(一部削除) 時
短と雇用増大を
求める項目

三, 労使は生産性向上運動を推進することによって,
雇用の安定をはかり, さらに労働時間を短縮するな
ど, 雇用量の増大をもたらすために有効な措置を講
じなければならない｡ また, 生産性向上によって得
られた諸成果は, 物価引下げ, 労働条件の向上およ
び設備の更新のため, 適正に充当されなければなら
ない｡

三, 労使は生産性向上運動を推進することによって,
企業と雇用の安定をはかり, 生産性向上によって得
られた諸成果は, 物価引下げ, 労働条件の向上およ
び設備の更新のため, 適正に充当されなければなら
ない｡

17 事前協議

(一部修正) 表
現の抽象化, 義
務規定の努力規
定化, 個別協約
化

会社・事業所が新しい技術, 設備等を導入しようと
する場合は, その計画を提示し, それが労働条件に
およぼす影響について, 事前に組合と協議しなけれ
ばならない｡

会社・事業所と本部・支部とは前条の目的を達成す
るために, 必要に応じて事前協議の具体的な措置を
講ずるものとする｡ 会社・事業所と支部とは個別の
協約において, 生産性向上運動にともなう具体的な
問題について規定するよう努力する｡

18 解雇制限

(条文削除) 会社・事業所は新しい技術・設備等の導入によって,
余剰労働力が生じた場合は労働時間の短縮, 適正な
配置転換により, 解雇しないものとする｡

19
配置転換の
原則

(条文削除) 会社, 事業所は前条により配置転換を行なう場合は,
次の各項にもとずいて行なう｡ 一, 組合と事前に協
議すること｡ 二, 本人の意思を出来る限り尊重する
こと｡ 三, 本人の賃金およびその他の労働条件を低
下させないこと｡ 四, 配置転換後本人に苦情がある
場合は, 優先的にとりあげること｡

20 職業訓練

(条文削除) 会社・事業所が配置転換を行なう場合は, 必要に応
じて職業訓練を行なう｡ この訓練期間は, その職種
に習熟するために必要な期間とする｡ この訓練期間
中は, 従来の賃金および労働条件を低下させてはな
らない｡

21
職業訓練委
員会の設置

(条文削除) 会社・事業所は前条の職業訓練を適切に実施するた
めに, 職業訓練委員会を設置する｡ この委員会は労
使同数で構成し, 次の各項について協議する｡ 一,
訓練計画 二, 訓練期間 三, 第二十条にもとずく
労働条件 四, その他労使が必要と認めた事項

22
成果配分の
協議

(条文削除) 会社・事業所と支部とは生産性向上の成果を公正に
配分するために, その配分方法を労使が協議して別
に定める｡

23
生産性委員
会の設置

(条文削除) 生産性向上の目的にもとずいて, 各会社・事業所と
その支部とは, 生産性委員会を設置する｡

24 附議事項

(条文削除) 生産性委員会に附議する事項は次の通りとする｡ 一,
毎月の生産計画とその実績の検討に関する事項｡ 二,
生産性向上計画の具体的実施に関する事項｡ 三, 生
産性向上の測定｡ 四, 生産原価に関する事項｡ 五,
製品の品質向上および販路に関する事項｡ 六, 経営
協議会から調査研究および審議を依頼された事項｡

25 細則
(条文削除) 生産性委員会の構成運営等についての細則は, 各会

社・事業所と支部側で協定する｡

6･経営協議
会

27 協議事項

(一部削除) 経
営協議会におけ
る協議事項の削
減

経営協議会の協議すべき事項は次の通りとする｡ 一,
賃金, 労働時間, 休日, 休暇, 求職等労働条件に関
する事項｡ 二, 解雇, 採用, 配置転換等人事に関す
る事項｡ 三, 会社, 支部間における協約, あるいは
組合員の労働条件に直接関係のある諸規則の設置改
廃ならびに適用に関する事項｡ 四, 経営方針および
経理内容に関する事項｡ 五, 安全衛生, 福利厚生に
関する事項｡ 六, 生産性向上に関する事項｡ 七, 生
産性委員会により審議要請のあった事項｡ 前各号の
ほか, 会社・事業所と支部において協定した事項｡

経営協議会の協議すべき事項は次の通りとする｡ 一,
賃金, 労働時間, 休日, 休暇, 求職等労働条件に関
する事項｡ 二, 解雇, 採用, 配置転換等人事に関す
る事項｡ 三, 会社・支部間における協約, あるいは
組合員の労働条件に直接関係のある諸規則の設置改
廃ならびに運用に関する事項｡ 四, 安全衛生, 福利
厚生に関する事項｡ 五, 生産性向上に関する事項｡
前各号のほか, 会社・事業所と支部において協定し
た事項｡

28 運営
(条文削除) 経営協議会の議事の決定は, 会社と支部の意見の一

致によってのみ行なう.

7･支部との
団体交渉 26 細則

(新設) 団体交渉に関する細部協定については, 会社・事業
所と支部間の個別の協約において協定する｡

8･平和義務
36
提訴期間中
の拘束

(条文削除) 前条の手続きによる争議行為開始日時以前において,
労働委員会に提訴された場合, その期間中は一切の
争議行為を行なわない｡

②組合案正式提出後に改変された条文 (条文数１, うち一部修正１)

章 条 内容 変更区分・内容 変更前 変更後

2･ユニオン
ショップ

7 除名の効力

(一部修正) 組
合除名者の解雇
期限の延長

会社・事業所は, 本部・支部が所定の手続きによっ
て除名した組合員を使用しない｡ 会社・事業所は,
本部組合長名による除名通告を受けたときには, そ
の日より十四日以内にその従業員を解雇する｡

第七条 会社・事業所は, 本部・支部が所定の手続
によって除名した組合員を使用しない｡ 会社・事業
所は, 本部執行委員長名による除名通告を受けたと
きには, その日より三十日以内にその従業員を解雇
する｡



下組合と東京金属傘下組合の両者を抱える一部の

企業・事業所の労使の参加も容易にしたと考えら

れる｡

以上要するに, 統一労働協約案において規範的

条項はなくなり, 債務的条項だけが残った｡ また,

生産性向上運動に関する条項も削除・抽象化され

た｡ すなわち, 生産性向上に伴う解雇の制限・配

置転換・成果配分を定めた実質的な規範的条項が

削除された結果, とくに経営側にとって統一労働

協約は参加しやすいものになったといえる｡ ただ

し, 統一労働協約の締結過程において, 東京金属

が一方的に妥協を迫られたと見るのは早計である｡

実際に, 協約締結に至るまで個々の条項をめぐっ

て細かい労使交渉が行われていたのである｡ つづ

けてその労使交渉の過程を分析しよう｡

Ⅵ 労使交渉の分析

Ⅲで概観したように, 1961 年に東京金属が統

一労働協約の委員会を設置してから 1970 年に統

一労働協約を締結するまでに約 10 年の時間が経

過している｡ したがってⅥでは, 統一労働協約関

係者の証言と当時の文書記録を使って, 調印に至

るまでの労使の議論を読み解きたい｡

1 産別労働組合の意図

統一労働協約締結に至る労使交渉過程を分析す

る際に欠かすことができないアクターが産別労働

組合である｡ Ⅴで確認したように統一労働協約は,

協約の参加率を高めるためにそれぞれのアクター

の立場を考慮した結果, その中身は変容した｡ お

のおのの立場からすれば, その帰結は予測不可能

であったといえる｡ では, そもそも産別労働組合
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③組合原案から組合正式提案の間に改変された付属覚書条文 (条文数４, うち新設１, 一部修正１)

章 条 内容 変更区分・内容 変更前 変更後

2･ユニオン
ショップ

7 除名の効力

(一部修正) 本部は, 支部から組合員の除名懲罰を支部の議題に
附する旨の報告をうけたときは, これを直ちにその
支部の相手側にある本社・事業所に連絡し, かつ除
名による解雇が会社運営上にあたえる支障について
十分考慮しなければならない｡

本部は, 支部から組合員の除名懲罰を支部の議題に
附する旨の報告をうけたときは, これを直ちにその
支部の相手側にある本社・事業所に連絡し, その措
置について誤りのないように指導しなければならな
い｡

3･組合活動

8
組合活動の
保障

(一部修正) 権
利乱用の禁止強
化

本条にいう正当な組合活動とは, 協約, 協定にもと
づく活動, 法律上或は労使慣行上認められている活
動であり, 且つ本部, 支部の方針にもとづく行為を
指すもので, 個人の恣意的な活動を認めるものでは
なく, 又本条の権利を縦に, その乱用等については
十分考慮されなければならない｡

本条にいう正当な組合活動とは, 協約, 協定にもと
ずく活動, 法律上或は労使慣行上認められている活
動であり, 且つ本部, 支部の方針にもとづく行為を
指すもので, 個人の勝手な活動を認めるものではな
く, また本条の権利を乱用してはならない｡

6･経営協議
会 ― ―

(新設) 労使の慣行上, 従来, 労使協議会の名称を使用し,
または使用することが望ましい場合は, 労使協議会
の名称でもよい｡

8･平和義務

30
労働者雇入
れの禁止

(一部修正) 保
安要員の列挙を
削除し表現を抽
象化, 個別協約
化

会社, 事業所と支部が争議行為不参加要員の協定を
行なうときは, 次の基準によらなければならない｡
本部, 支部は争議中においても組合員が左の会社業
務に従事することを認める｡ 一, 警備関係 (警備要
員) 二, 診療関係 三, ガス, 水道, 蒸気等安全
管理者 四, 電気保守関係 (電気保全員) 五, 乗
用自動者運転手 六, 食堂関係者 七, 電話交換手
八, 休職期間中の者 九, その他, その都度双方協
議した者

会社・事業所と支部は争議行為中といえども労働関
係調整法第三十六条の精神にもとづいて保安要員を
個別の協約に協定する｡

④組合正式提案提出後に改変された付属覚書条文 (条文数 3, うち条文追加 1, 一部追加 2)

章 条 内容 変更区分・内容 変更前 変更後

3･組合活動

11 通知の義務

(一部追加) 本
部役員の範囲

�会社・事業所の役員異動の通知範囲は, 株主総会
において選出される役員の範囲とするが, 組合の窓
口を担当する部・課長クラスの異動については, と
くに通知するよう努力する｡ �会社・事業所の従業
員である支部の組合中より本部役員となり, 専従す
る場合は, 事前に使用者に了解を得るようにする｡

�会社・事業所の役員異動の通知範囲は, 株主総会
において選出される役員の範囲とするが, 組合の窓
口を担当する部・課長クラスの異動については, と
くに通知するよう努力する｡ �本部の役員とは, 大
会において選出される執行委員長, 副執行委員長,
書記長, 副書記長, 会計, 会計監査及び執行委員を
さす｡ �会社・事業所の従業員である支部の組合員
中より本部役員となり, 専従する場合は, 事前に使
用者に了解を得るようにする｡

5･生産性向
上運動

16
生産性向上
運動の目的

(一部追加) 条
文解釈

本条は生産性向上運動に取り組む基本的な考え方を
表現したものであって個々の労使がこれによって,
直ちに具体的な措置を義務づけられるものではなく,
今後双方の努力の, その実現を期するものである｡

�本条は, 生産性向上運動に取り組む基本的な考え
方を表現したものであって, 個々の労使が, これに
よってただちに具体的な措置を義務づけられるもの
ではなく, 今後双方の努力によって, その実現を期
するものである｡ �三項の ｢生産性向上によって得
られた諸成果は, 物価引下げ, 労働条件の向上およ
び設備の更新のため, 適正に充当されなければなら
ない｣ とあるのは労働者, 企業, 消費者に適正に配
分されるよう考慮されるべきであるとの意味である｡

9･附則
32 有効期間

(条文追加) 半
年の経過期間

この協約は昭和四十五年三月三十一日本調印を行な
うが, 今回に限り経過期間をおいて昭和四十五年九
月一日より効力を発する｡

資料出所：東京金属 『統一労働協約資料』 より作成｡



である東京金属が意図した統一労働協約の目的と

は何であったのであろうか｡ まず, 産別労働組合

が統一労働協約を提案した真の意図を読み解くた

めに, 早矢仕氏 (当時東京金属主事) とその部下

であった森成氏の発言を以下にあげよう｡

早矢仕 ｢労働協約｣ というものがもっと充実

してくれば, ドイツの ｢労働協約｣ みたいに, 産

業別でいって, 金属なら金属の ｢労働協約｣ を作

る｡ そうすれば, 地域的な未組織労働者にもその

恩典が行き渡るということでないと, 全体の労働

条件はよくならない｡ 日本の労働組合がそこまで

いけるかどうかは難しいです｡ そういう点では,

経営者の抵抗はものすごく強いです｡ (下線部引

用者, 以下同様)

森成 統一労働協約は, 今は債務的条項だけで

しょう, 確か｡ 精神論部分だけだと, 具体的な労

働条件, いわゆる規範的部分というのは入ってい

ない｡ でも, 早矢仕さんの腹の中には恐らく規範

的部分も入れたかったというのはあると思う｡ 僕

も実はものすごい夢だったの, この統一労働協約

にかかわって｡ そうすると, 金属労働者の最低賃

金を決めるとか, 労働時間を決めるとか, それが

可能になってくるのです｡ だけど経営者は, それ

は頑としていうことを聞かないと思うのですけど,

でも, それができたら本当にすごい統一労働協約

だっただろうと思います｡

以上の発言を読むと, 産別労働組合は, 産業別,

地域別の労働条件の社会的規制効果こそが統一労

働協約の真の目的と考えていたことがわかる｡ し

かし, 実際には労働条件に関する規範的部分は盛

り込めなかった｡ 企業別労働組合が主流の日本の

労働組合にあって, 業種別, 職種別の労働市場を

基盤として産別組織の影響力を強めることは難し

かったといえる14)｡ 先に表 5 で見たように, 具体

的な条項が決まる初期段階で規範的条項は統一労

働協約から除外された｡ これは, 企業規模や業種

が多様な金属産業では労働条件の社会的規制が困

難なことを産別労働組合リーダーも認識していた

からであった｡ 再び早矢仕氏と森成氏の発言を以

下にあげよう｡

早矢仕 …… (前略) 現実問題として労働条件

に関しては, ニコンだとか精工舎みたいな大きな

ところと, 30 人ぐらいしかいないところの労働

条件を一緒にするということはなかなか難しい｡

ただ, 基本的な部分, 労使協議会や団体交渉のあ

り方とか, ストライキになったときにはこういう

ことを守らなければいけないとかという, そうい

う基本的なルールは組織が大きかろうが小さかろ

うが労使のつきあいの関係は同じなのだから, こ

れは統一できるのではないかという話をしました｡

森成 下のほうはどんな統一の線を出されたっ

て, とてもじゃないけれどうちはついていけませ

んと｡ そんな統一労働協約だったら勘弁してとなっ

てしまう｡ 上のほうは何でそんなにレベル下げる

の, 足を引っ張られちゃうと｡

2 労使交渉の論点

労使交渉過程では, 統一労働協約の条項におい

て規範的条項が削除されただけでなく, 債務的条

項に関してもその一字一句が議論されている｡ つ

づけて労使交渉の論点となった条項に関して検討

しよう｡

(1)ストライキの事前通告問題

統一労働協約のひとつの論点は, ストライキの

事前通告である｡ この問題は労使間でも利害が対

立するので, 交渉は難航した｡ もちろん, ストラ

イキ権は労働者の基本的人権として認められてい

るので, 事前通告は必要ないという考え方もある｡

しかし, 東京金属では, (1)48 時間 (2 日) 前の

通告と(2)支部通告は本部を経由することを統一

労働協約で定めた｡

第三十五条 (事前通告の義務)

争議行為に入るときには, 会社・事業所あるい

は支部は, 少なくとも争議行為に入る四十八時間

前までに, その相手側に書面により通告する義務

がある｡ 支部の通告は本部を経由しなければなら

ない｡

まず, 統一労働協約組合案を作成した東京金属

の考えを知るために, 早矢仕氏の発言を以下にあ
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げよう｡ 氏の発言から労使の極端な対立的関係を

防いで, ストライキにおいてもルールを作るため

に事前通告の義務を決めたことがわかる｡

早矢仕 …… (前略) ストライキというのは組

合の権利なのだからいちいち会社に予告する必要

はないというのが組合の考え方です｡ 基本的には

私たちもそうです｡ しかし, ストライキをやるに

してもルールはあると私たちは考えています｡ ス

トの権利は確かに労働組合にありますが, 組合が

勝手に決めるような, そういうストライキは成功

しないと思います｡ 抜き打ちストライキは最初の

一回は成功します｡ しかし, 二度, 三度, 抜き打

ちストライキができると思わない｡ 二回も三回も

抜き打ちストライキをやられて対策を立てないよ

うな経営者はいない｡ …… (後略)

他方, 個別企業の労使間で論点となるのは事前

通告の時期である｡ 通告に関しては, 経営側はで

きるだけ早く通告して欲しいと考えるし, 労働組

合はできるだけ遅く通告したいと考えるであろう｡

早矢仕氏の発言を以下にあげよう｡

早矢仕 …… (前略) はじめ経営者の方は 72

時間前予告といったのです｡ 3 日前に予告してく

れと｡ 組合の方は 24 時間, 一日だけ待とうと｡

それで, いろいろ話をして 48 時間前予告という

ことになったのです｡ というのは, あいだに日曜

日が入ることがあるのです｡ そうすると, 24 時

間前ということになれば, 日曜日があると抜き打

ちと変わらなくなってしまう｡ そういうことを考

慮して 48 時間前ということで落ち着いたのです｡

組合の方はその点かなり不満がありました｡ しか

し, 今は大体, 安定しています｡ …… (後略)

組合提案が 48 時間前に決まるまでには労使の

調整があった15)｡ 経営者側は 72 時間前や 1 週間

前を主張して反対する一方16), すでに事前通告時

間を 24 時間前に設定していた組合も強く反対し

た17)｡ ただし, 個別労働協約では 48 時間前が圧

倒的に多かったので18), 議論の結果, 労使双方の

意見を反映して 48 時間前通告で妥協が図られた｡

このようなストライキのルール化は企業内労使

関係の安定化へつながる｡ 言い換えれば, 統一労

働協約は労働組合内部における対立の影響を受け

ている｡ たとえば, 奈良機械製作所では, 統一労

働協約の話が持ち上がる前から急進的な労働組合

グループが高松宮の中小企業見学に併せてストラ

イキを計画するという事件が起こった19)｡ その一

件に対して経営側や穏健な労働組合グループから

批判が生まれ, 東京金属は相談を受けた｡ その後,

奈良機械製作所では, 支部単独でのストライキを

打てない体制をつくるために統一労働協約に加盟

した20)｡

統一労働協約締結を主張するグループが組合員

に支持された理由は, 対立的な労使交渉よりも労

使の信頼関係を作り上げたほうが効率的と考えら

れたからであろう｡ ストライキに関する労使の本

音を, 早矢仕氏は宮地鐡工の例をあげて次のよう

に振り返る｡

早矢仕 …… (前略) 宮地鐡工は (個々の ｢労

働協約｣ では) ｢ストライキ通告なし｣ でしたが,

｢統一労働協約｣ ができて 48 時間前予告に規制し

ました｡ そのうえ, そのスト通告も単組が直接会

社に通告するのではなしに, 東京金属の本部が会

社側にスト通告書を持っていくことにしたわけで

す｡ というのは, ストライキをやると決めても,

内心はストライキをなんとかさけたいという気持

ちが経営者にも労働組合にも多少はあるわけです｡

…… (中略) ……それは喜ばれました｡ 単組とし

てもスト通告はしてみたものの, 何とかストライ

キは避けられるような道はないものかと思ってい

るわけですが, 当事者どうしはなかなか言いにく

いわけです｡ だから, 東京金属が企業にスト通告

書を持っていくときに, 実は単組の本部に入って

何とか解決の道につながりませんかと言える余地

がそこで出てきます｡ …… (後略)

(2)ユニオンショップ制

統一労働協約交渉のもう一つの主要な論点はユ

ニオンショップ条項であった｡ 東京金属は以下の

ようなユニオンショップ条項を協約案に盛り込ん

だ｡
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第六条 (組合員の範囲)

会社・事業所の従業員は, すべて本部の組合員

でなければならない｡ ただし, 労働組合法第 2条

第 1号に該当する従業員はこの限りでない｡ 組合

員の範囲の具体的協定は, 前項ただし書の公正な

解釈にもとずき, 各会社・事業所とその相手側で

ある支部との間で個別に協定する｡

第七条 (除名の効力)

会社・事業所は, 本部・支部が所定の手続きに

よって除名した組合員を使用しない｡ 会社・事業

所は, 本部組合長名による除名通告を受けたとき

には, その日より 14 日以内にその従業員を解雇

する｡

組合除名者の解雇を求めるという意味において,

ユニオンショップ制は労働市場における供給規制

とみなすことができる21)｡ 産別労働組合の意図は,

地域別統一労働協約のなかにユニオンショップ条

項を含めて労働市場への社会的規制につなげるこ

とにあったといえる22)｡

ところが, 統一労働協約作成の段階で企業の使

用者側がもっとも強く反対したのが, このユニオ

ンショップ制である｡ 宮野高治氏 (当時東京金属

組合長) は, ｢使用者側として心配なのは, 一時

の感情的なもので除名されるのではないか, 或い

は会社にどうしても必要だと云う人間が除名され

るのではないという点にあると思う23)｣ と発言し

ている｡ また, ｢組合の問題で除名をし, 解雇を

するのに経営者が経費負担するのはおかしいので

はないか24)｣ という経営者の不満もあった｡ つま

り, 14 日以内の解雇に付随して発生する解雇予

告手当を経営者が負担することの是非である｡ 経

営側は, ユニオンショップ制が ｢結果において会

社の人事権を支配することに25)｣ なるのではない

かと危惧していたのである｡

実際のところ, 個別協約では ｢尻抜けユニオン｣,

つまり除名者が自動的に解雇されないことを容認

する労使があったという事情が存在していた26)｡

また, かりにユニオンショップ制が採られていて

も組合員の範囲自体がそれぞれの企業で異なって

いた｡ 労使による議論の結果, 結局個別企業労使

間で ｢組合員でなければならないけども, 会社の

事情によってあるときはやむをえない｣ という附

属覚書の締結を容認することで妥協が図られた27)｡

このような個別企業の事情は, 産別専従者にも認

識されていたのである28)｡ 個別企業の具体的な事

情を知るために香取氏の発言を以下にあげよう｡

香取 …… (前略) 会社の協約よりも統一労協

の協約のほうが基本的には力が上なのです｡ 例え

ば, こういうケースがあるのです｡ 今でも覚えて

いますが, ユニオンショップでだいぶ統一労協と

もめましたよね｡ うちもそうですが, うちの事務

職員は非組合員です｡ ところが, ユニオンショッ

プになると, 全部組合員でなければならないとい

うものがあるわけでしょう｡ だから, それは困る

と｡ 現実におまえら入れといっても, 彼らは組合

に入らないというケースがあったわけです｡ 同じ

会社の中で職員が組合を作るわけではないのです｡

それで早矢仕さんにも相談したのですが, それは

やむをえないと｡ そういうケースがたくさんほか

の会社にもあったのです｡ 統一労協が付則か何か

で, ｢組合員でなければならないけれども, 会社

の事情によってあるときはやむをえない｣ という

項目があるはずです｡ …… (後略)

中小鉄鋼企業の大三製鋼株式会社では, 事務所

職員と工場の作業者が同じ組合に入るという慣行

がなかった｡ これは, 経営側が反対しているから

ではなく, 事務所職員自身が労働組合に入りたが

らないという指向性の影響を受けている｡ くわえ

て社長の関係者でもある従業員が社長に気兼ねし

て労働組合に入らない企業もあった29)｡ これらの

事情を抱える企業は, 付則によって統一労働協約

の例外をつくることで, ようやく統一労働協約に

参加できた｡

このようなユニオンショップ制への強い反対は

中小企業独特の経営者と社員の関係に依存してい

る｡ そもそも, 北島氏の以下の発言によれば, 中

小企業の経営者に ｢組合員でなければ, 従業員で

はない｣ という考え方を経営者に理解させること

自体が難しかったのである｡

北島 …… (前略) 統一労協委員会に出席して,
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こういうものが示されたということを帰ってから

役員会にかけて説明しなくちゃならんですよ｡ と

ころが, 早矢仕さん直接じゃなくて, 私が委員会

に出ていろいろと問題点を提起しているけれど,

僕自体が持っていって役員に説明するわけですよ

ね｡ 社長をはじめ専務に｡ ところが, なかなかユ

ニオンショップについて納得しないんですよ｡ こ

れで時間がかかっちゃったのです｡

生産性の問題については, 当時, 生産性本部な

んかがあって, 盛んに生産性問題を取り上げて,

新聞や雑誌とか, 講演会があって, ある程度そう

いう間接的な雑誌や新聞で認識をしているわけで

すよね｡ ところがユニオンショップだけはどうに

も, 組合員にあらざれば社員ではないんだという,

この考え方が逆じゃないかというような意見も出

るしね｡ …… (中略) ……その当時の社長は初代

ですけど, 工場の中で自分の机に品物を置いて組

み立てている, そういう技術専門の社長なんです

よ｡ 営業は分からん, 何も分からんのです｡ 昔か

らの制度で, 親方と弟子というような形で育って

きた関係ですから全然分からない｡ そういう時代

を過ごした社長がこういうものをつきつけても分

からない｡

その一方で, 労働組合間の対立が激しい企業の

なかには, 中間派や新入社員が総評系の組合に加

入することを避けるためにユニオンショップ条項

を統一労働協約参加の決め手として重視していた

企業も存在した30)｡ このような企業は, 統一労働

協約発効後に新たに参加している事例が多い｡

以上要するに, 産別労働組合は, ユニオンショッ

プ制を導入しなければ統一労働協約の価値が低下

すると考え, 労働市場の社会的な規制を目指し,

積極的に推し進めている｡ しかし, 組合が労働供

給の規制強化を行うことに対して経営者が危惧す

る状況があり, 統一労働協約の説得には苦労して

いる｡ 結局, 付則をつけて例外を認め, ユニオン

ショップ制を長期的に認めてもらうやり方がとら

れているが, それでも統一労働協約締結までに時

間を要したといえる｡

(3)生産性向上と経営権

Ⅴで述べたように, 東京金属の統一労働協約の

組合案はその原型となった神奈川金属の労働協約

とは異なり生産性向上関連条項が設けられている

のが特徴であったが, それらは議論の過程で削除・

抽象化された｡ 生産性向上運動の推進を労働協約

で定めることは経営側にとっても有益なことであ

ると考えられるにもかかわらず, 東京金属が条項

の削除・抽象化を受け入れたのはなぜであろうか｡

まず, 早矢仕氏の証言を見てみよう｡

早矢仕 ……団体交渉のような堅苦しい要求を

されたり, 要求したりする関係の前に, ……労使

が最初にテーブルに着くところを作るということ

です｡ だから, すべての問題を労使協議の協議事

項にしようと言ったのですが, 今, 言ったように

経営者は, 会社を増設したり, 移転したり, 新入

社員を募集したりという問題は報告事項にしてく

れというのです｡ 最終的には, 来年, 200 名募集

するとかという問題については協議ではなく報告

事項でいいと, こちらが譲ったのです｡ ……

以上の証言から, 東京金属は生産性向上を含め

た労使間で発生するすべての問題を労使協議事項

として協約に定めようとしていたこと, それに対

して経営側は経営権を主張して反対したことがわ

かる｡ つまり, 経営権の問題に経営者側は敏感に

反応していたのである31)｡ それでは, 組合案のど

の部分が経営権に触れると考えられたのであろう

か｡ 第 6回研究会議事録の中から経営側 3名の発

言をあげてみよう｡

佐藤 第 5 章の第 18 条 (引用注：新技術導入

に伴う解雇の制限) が少し強いように思えるがど

うか｡

早矢仕 これは新しい技術の導入の場合だけで

あるがそう強いものではない｡ どうしても新しい

機械や技術が入れられるとすると, 組合員は不安

になるので, 安心させるためにはこの条文は必要

だ｡

佐藤 …… ｢解雇しないものとする｣ ではなく

｢……しないよう努力する｣ とか, 又は ｢希望退
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職は認める｣ のようにしてはどうか｡

馬場 ……生産性条項の中で第 16 条, 第 17 条

については問題ないが, 第 18 条の解雇制限につ

いて, ｢余剰労働力が生じた場合｣ だが, 生産性

向上運動の結果として出た場合, と他の理由で出

た場合, たとえば仕事がなくなった場合等が考え

られるが, どちらの場合も適用されるのか｡ 勿論

経営者としては如何なる場合でも解雇という事は

当然避けるべきであるが, このようにはっきりと

条文化することには問題があるのでもう少しやわ

らかい表現を使うことは出来ないか｡

板倉 第 18 条の ｢解雇しないものとする｣ と

いう事になると, 止むを得ず整理をしなければな

らないような事態になった場合でも解雇すれば協

約違反という事になるので, ｢適正な配置転換な

どにより, それを吸収するよう努めなければなら

ない｣ という風な表現にすることは出来ないか｡

以上の発言を読めば, ユニオンショップ制と同

様, 経営側は解雇権が制限されることを最も危惧

していたことがわかる｡ その理由として, 生産性

向上関連条項が労働条件 (特に賃金) の規制, す

なわち規範的条項を実質的に含んでいたことが考

えられる｡

馬場 第 19 条の配置転換の原則の第 3 項 ｢本

人の賃金およびその他の労働条件を低下させない

こと｣ とあるが, 非常に範囲が広い｡ この場合の,

｢その他の労働条件｣ についての定義というか範

囲のようなものを出せないか｡ ……第 20 条の労

働条件についても同様のことが言えると思う｡ ……

第 22 条の公正な配分については表現を変えなけ

れば時期尚早であると考える｡ ……第 24 条の生

産性委員会の討議事項の中で生産性向上の測定方

法について……経営側と組合側とでは考え方につ

いてもかなりの相違があるのではないか32)｡

安達 組合の立場からみても, 人員整理や配転

の問題で, 合理化によるものか企業不振によるも

のか区別するのがむずかしいと思う｡ 事業不振の

場合はよいというのでは, すりかえられるおそれ

がある｡ そういう意味ではっきりさせておいた方

がよいと思う33)｡

馬場 中小企業ではなかなかこの通り実行する

のはむずかしい｡ 協約ではっきり明示されてあれ

ばこの通り守らなければならなくなる34)｡

これらの経営側からの反対に対して, 規範的条

項を盛り込まないことを前提条件として交渉に臨

んだ東京金属は有効な反論を行うことができてい

ない｡ たとえば, 宮野高治氏 (当時東京金属組合

長) は, ｢第 18 条については原則としては解雇し

ないという建前で運用するようにしたいと考えて

いる35)｣ と発言している｡ さらに宮野氏は, ｢第

24
マ マ

条の成果配分については精神的な条項とし,

第 24 条の測定については具体的に研究を進める

という事ではどうか36)｣ と発言しているので, 結

果的に精神的な条項として理解を求めるのが精一

杯であった｡

むろん, このような反論では経営側の理解を得

ることはできず, その後の労使懇談会や統一労働

協約労使会議でも生産性向上関連条項に対する反

対は続出した37)｡ その結果, 先の早矢仕氏の証言

で見たように, 東京金属は生産性向上関連条項の

削除・抽象化を余儀なくされたのである｡ 早矢仕

氏は, ｢第 5 章は, この通りそのまま実行するこ

とが必要なのではなく, この中の精神にもとづい

てやるんだという点について覚書きを必要であれ

ば作ってもよい38)｣ と発言しているので, 個別企

業にはケースバイケースの対応をするということ

で譲歩をしている｡ このような譲歩は統一労働協

約への参加を容易にする効果をもたらしたと考え

られる｡

さらに, 経営側の主張が受け入れられたことに

加えて, 生産性向上運動に反対する左派組合・労

働者と対立していた一部の企業別労働組合にとっ

ても ｢御用組合｣ とのレッテルを貼られる可能性

が低くなったと考えられる39)｡

3 協約参加の選択的誘因

統一労働協約の条項にはいくつかの論点が存在

し, それぞれの立場を代表する関係者たちが異な

る利害を抱えていたが, 条項を変更することで参

加者を増やしていった｡ その中身については当初

の意図通りとはいえないが, 統一労働協約自体は
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多くの労使の賛同を得たからこそ締結まで漕ぎ着

けたのである｡

しかし, 統一労働協約を ｢集合財｣ としてとら

えた場合, 協約条項の変更だけではなく, 統一労

働協約に付属する選択誘因 (ギフト) によって参

加を増やしたという側面もありうる｡ 統一労働協

約の選択的誘因として以下の二つが考えられるで

あろう｡

第一に, 統一労働協約は企業内における労使協

議のルール化に関して積極的に提案していること

があげられる｡ 統一労働協約では, 団体交渉中心

の労使関係に反対し, 経営協議会を設置し, 事前

の協議を進めている｡ 先述したように具体的には

ストライキも事前通告することを提案している｡

統一労働協約締結後は, 産別の決定を経ないとス

トライキができないので, 各企業, 各事業所での

突発的なストライキを抑制する効果がある40)｡ 当

時, 労使関係は極めて悪化しており, 多くの組合

は労働組合内の左右対立が激しい状況にあった41)｡

複数組合が存在する場合, 経営側も全金同盟の協

力を必要としていた42)｡ すなわち, 労使関係のルー

ル化による経営体制の安定化こそが協約参加の選

択的誘因といえる｡

もちろん経営側は, 個別企業内の労使協議に関

して警戒心を持っていた43)｡ 労働組合の発言も限

定的に認めているだけである44)｡ ただし, 議論の

結果, 経理情報の公開や経営協議会における協議

事項の拡大には反対しながらも45), 最終的には統

一労働協約に盛り込まれている｡ 当時の経営者た

ちは経営側の利害を一方的に主張するというより

も, 労使関係の安定化と労使交渉のルール化を第

一の目的にしていたと考えられる46)｡

第二に, 統一労働協約の委員会は, 協約締結だ

けが目的ではなく協約調印後も協約参加企業の労

使が労使関係以外についても話し合う場 (統一労

働協約委員会47)) を提供している｡ たとえば, 統

一労働協約委員会のメンバー企業は, 国内視察団

と称して労使がそろって経営合理化や技術革新に

成功した工場を見学している48)｡ 統一労働協約に

参加すればこのような経営情報に触れるネットワー

クを入手できることが協約参加を促がす誘因になっ

たと解釈できる｡ とくに中小企業の場合, 自社だ

けで経営全般を考慮する余力がなく, 同一産業レ

ベルでのつながりを必要としたといえるであろ

う49)｡

Ⅶ 結 語

本稿では, 1970 年に東京金属労働組合におい

て締結された統一労働協約を取り上げ, 締結に至

る労使交渉の過程を分析した｡ 分析から明らかに

なったことは以下の 3点である｡

(1)統一労働協約締結に対する産業別組合

(東京金属) の意図は規範的条項による労

働条件の社会的規制であった｡ しかし実際

には, 労働条件の社会的規制に関しては意

図通りの結果は得られなかった｡ なぜなら,

統一労働協約はある一定以上の参加企業な

しには成立せず, 参加企業を増やすために

は社会的規制につながる部分を削除せざる

をえなかったからである｡ また, 同じ理由

から生産性向上に伴う解雇の制限・配置転

換・成果配分という実質的な規範的条項で

もある生産性運動に関する条項も削除され

たといえる｡

(2)統一労働協約の作成と調印という二つの

集合行為において中規模企業の参加率が高

いことが確認された｡ すなわち, 中規模企

業は協約の作成段階から議論に参加すると

いう〈積極的戦略〉を採用している｡ この

ことは, 東京金属労働組合傘下の企業別労

働組合のなかで中規模企業がもっとも多い

ので, 中規模企業の経営環境に適した労働

協約が地域別統一労働協約でも採用されや

すいと解釈できる｡

(3)統一労働協約が成立に至ったのは, 協約

に付属する選択的誘因があったからという

側面もある｡ 統一労働協約は企業内におけ

る労使協議のルール化に関して積極的に提

案している｡ 当時の労働組合内部にグルー

プ間の対立がある荒れた労使関係を考える

と, 労使関係のルール化による経営体制の

安定化こそが統一労働協約参加の選択的誘

因と考えられる｡ また, 自社だけで経営全
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般を考慮する余力がなく, 同一産業レベル

でのつながりを必要とする中小企業の場合,

協約参加企業の労使が労使関係以外につい

ても話し合う場を提供する統一労働協約は

選択的誘因として魅力があったと考えられ

る｡

本稿では, 中小企業を多く含む金属産業を調査

対象にして, 産別労働組合レベルにおける集合行

為をさまざまな角度から検討することができた｡

｢集合財｣ としての統一労働協約を当初の意図か

ら外れた産別労働組合運動の失敗と位置づけるか,

それとも譲歩しながらも協約が成立したことをもっ

て成功と位置づけるかは, 評価にかかわる問題で

ある｡ 評価を行う立場によってその結果は異なる

であろう｡ われわれもここでは評価を与えるつも

りはない｡

そもそも集合行為の困難については, このテー

マをはじめて理論的に検討したオルソン自身によっ

て指摘されている50)｡ それゆえ本稿では, 集合行

為の意図と結果の差異を強調し評価をするのでは

なく, これまで分析されることがなかった集合行

為の交渉過程を検討し, 集合行為の成立条件と限

界を考察することに紙幅を割いた｡ これからもさ

まざまな集合行為における交渉過程を文書史料と

口述史料を多用して検討する実証研究が増えるべ

きであろう｡ とくに産別労働運動に関しては, 中

小企業の経営実態, とくに具体的な技術革新の事

例を考慮しながら労使関係の実態を実証するべき

である｡ これは今後の研究課題としたい｡

＊本稿の作成段階では, 数々の研究会と学会で発表する機会を

得た｡ 日本労務学会全国大会, 統計研究会, 日本労使関係研

究協会で有益なコメントをいただいた｡ 討論者, 参加者の方々

に記して感謝申し上げる｡ ただし, 論文の誤りは著者に帰す

るものである｡ また, 本稿で使用した口述史料の作成に当たっ

て, 以下の研究助成を受けたことを記して感謝をしたい｡ C.

O.E.形成基礎研究費 ｢オーラルメソッドによる政策の基礎研

究｣ (2000-2004), 法政大学特別研究助成金 ｢東京全金同盟

における統一労働協約成立までの過程 オーラルヒストリー

による接近｣ (2003), 鈴渓学術財団助成 ｢日本企業における

生産性運動の普及過程 オーラルヒストリーによる接近｣

(2003), 慶應義塾大学高度化推進研究助成 (2003)｡

1) Gordon (1993) でも, このような評価の違いを真っ向か

ら対立する語り口の違いとして説明している｡ さらに, これ

ら 2種類の先行研究は, 微妙なニュアンスに富んでいる場合

でさえも, 証拠を適切に処理するにはあまりにも融通性に欠

けるきらいがあると指摘されている｡

2) 本稿では文書史料の分析に加えてオーラルヒストリーの手

法による分析を行った｡ オーラルヒストリーとは, 口述史料

を収集し, 複数のアクターによる意思決定のプロセスを分析

する手法である｡ オーラルヒストリーの手法に関しては, 政

策研究院政策情報プロジェクト (1998) や御厨 (2002) など

が詳しい｡

3) 労働法における労働協約の位置づけに関しては, 菅野

(2005) などを参照｡

4) 規範的部分には賃金, 労働時間, 人事関連 (解雇, 異動,

懲戒, 休職, 定年制など), 安全衛生, 服務規律, 福利厚生,

教育訓練などが含まれ, 債務的部分には組合活動条項 (使用

者の指揮命令権・施設管理権と企業内組合活動との関係),

団交・労使協議条項, 平和条項, 争議条項, ショップ条項,

解雇同意・協議条項, チェック・オフ, 便宜供与などが含ま

れる｡

5) 集団・組織の問題に関する公共選択アプローチの位置づけ

に関しては, 森脇 (2000) による説明が詳しい｡

6) 全金同盟 (1973)｡

7) 分裂の経緯を知るには以下の文書史料が詳しい｡ 左派右派

のそれぞれの文献を比較しながら読む必要がある｡ 産別レベ

ルでは全金同盟 (1973, 1982), 全国金属 (1977) など, ナ

ショナルセンターレベルでは全日本労働総同盟 (1967), 日

本労働組合総評議会 (1964, 1974) などを参照｡

8) 全国金属 (1977)｡

9) すでに全金同盟傘下の地方組織では, 1959 年に神奈川金

属で統一労働協約が締結されている｡ 神奈川金属における取

り組みは, 東京金属における統一労働協約締結に大きな影響

を与えている｡ 神奈川の統一労働協約に関しては, 当時, 協

約の締結交渉を担当した天池清次の証言 (天池 (2002)) や

白井・神代 (1960) の調査がある｡ さらに, 総同盟・同盟の

統一労働協約に対する考え方を知るには, 天池 (1964), 宮

野 (1980) が参考になる｡

10) 仮調印開始から本調印達成までに, 仮調印を行った労使の

うち 4労使が, 組合解散, 他県への移転, 企業合併といった

理由により仮調印から離脱している｡

11) 中小企業基本法の規定に基づいて 301 名以上を大企業とし

た｡ また, 中と小の区分については, 中小企業庁調査では 5

名以下, 6～20 名, 21～50 名, 51 名以上の区分で調査が行

われていることに鑑み, 50 名以下を小規模とした｡

12) 東京金属で長く専従職員を務めた森成氏によると, 従業員

規模が大きくなるにしたがって労使関係の制度化の必要性が

増し, 企業規模が 300 人に達すると組合員の連携を取ったり

苦情処理を行ったりするために組合専従を最低 1名選出する

必要があった｡ このことは, 300 人以上の規模の企業では基

本的には企業内で労使関係が制度化される可能性が高いこと

を意味している (森成忠勇氏オーラルヒストリー)｡

13) 第 8 回の研究会は, 東京金属労働組合が 1963 年に統一労

働協約組合案を一斉要求し, 仮調印を開始した 1965 年の直

前にあたる｡

14) 大企業の代表であった第二精工舎の労働組合委員長であっ

た中津清次氏は次のように語っている｡ ｢統一
マ

労働協
マ

約その

ものが規範条項と債務条項があります｡ それを全部ひっくる

めてやるとなれば, 経営者は乗ってこられません｡ いわゆる

債務条項を中心として, 論議の審議成立に関することだと,

規範条項, 労働条件は個別でやると｡ こういう整理をしたと

いうのが一つのポイントです｡ これを整理しなかったら, 当

時は中小でセイコーがダントツだったから乗ってこられませ
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ん｡｣ (中津清次氏オーラルヒストリー)

15) インタビューを行った小笠原計器製作所でも, 新たに統一

労働協約に参加する際, 北島泰正氏は 72 時間前通告を主張

している｡

16) 森成忠勇氏オーラルヒストリー｡

17) 田久保隆幸氏オーラルヒストリー, 北島泰正氏オーラルヒ

ストリー｡ なお, 小板橋政夫氏オーラルヒストリーによると

大三製鋼労働組合は交渉の時間を確保できるという意味で事

前通告時間を 48 時間前とすることに好意的であった｡

18) 第 2 回労使懇談会 (東京金属 『統一労働協約資料』 所収)

における早矢仕氏の発言｡

19) 早矢仕不二夫オーラルヒストリー, 田久保隆幸氏オーラル

ヒストリー｡

20) 田久保隆幸氏オーラルヒストリー｡

21) 神奈川金属では統一労働協約成立以前にも 1952 年に労働

省から労務供給の認可を受け直接的な労働供給規制を行って

いた｡ 実際に傘下の相模工業に 1952 年から 54 年にかけて約

1700 名の労働者を供給している (天池清次氏オーラルヒス

トリー)｡

22) 以下の早矢仕氏の発言から産別組合による労働供給の社会

的規制を実現することを意図していたことが示唆されている｡

｢……だから, 私は労働者に言うのです, 仕事はきちんとや

りなさいよと｡ ……不良労働者には経営者に要求する権利な

んかありませんよ｡ だから, 私は経営者に対して厳しくもの

を言うためには, 自分たちの仲間に対しても厳しくなければ

ならないと思う｡ ……だから, 私は労働者に対しても厳しく

言います｡ 組合の前でそういう連中を辞めさせたことがあり

ます｡ ……｣ (早矢仕不二夫氏オーラルヒストリー)

23) 第 2 回労使懇談会議事録｡

24) 第 6 回研究会議事録｡

25) 統一労働協約労使会議 (1964 年 9 月 10 日) 議事録｡

26) 第 2 回労使懇談会議事録｡

27) 香取正守氏オーラルヒストリー｡

28) 森成忠勇氏オーラルヒストリー｡

29) 北島泰正氏オーラルヒストリー｡

30) 三科健次郎氏オーラルヒストリー｡

31) 早矢仕不二夫氏オーラルヒストリー｡

32) 第 6 回研究会議事録｡

33) 第 7 回研究会議事録｡

34) 第 7 回研究会議事録｡

35) 第 6 回研究会議事録｡

36) 第 6 回研究会議事録｡

37) 第 3 回労使懇談会議事録と統一労働協約労使会議議事録｡

38) 第 7 回研究会議事録｡

39) たとえば, 東京洗染機械製作所では, 毎年のようにストラ

イキを打ち第二組合の弱腰を糾弾していた共産党系の第一組

合は, 東京金属傘下の第二組合が統一労働協約を締結した際

には強く糾弾しなかった (三科健次郎氏オーラルヒストリー)｡

40) 田久保隆幸氏オーラルヒストリー｡

41) 左派の労働組合運動に関しては, 平沢 (1982) の証言が参

考になる｡

42) 三科健次郎氏オーラルヒストリー｡

43) 第 6 回統一労働協約研究会議事録と第 3回労使懇談会議事

録｡

44) 具体的には, 前掲図表 5①の組合案 17 条, 27 条を参照｡

45) 経理情報の公開に関しては香取正守氏オーラルヒストリー,

協議事項の交渉に関しては早矢仕不二夫氏オーラルヒストリー｡

46) 早矢仕 (2004) (p. 324) の佐々木毅氏の記述によれば,

｢新加入の組織の中で労使関係の不安定なところの争議では,

解決条件のひとつとして労使関係の健全化をはかるため, 統

一労働協約の仮調印を迫るなど｣ ということもあった｡ ただ

し, 企業内の労使関係が安定化してくると, 統一労働協約の

形骸化は進んだと考えられる｡ 協約への参加は横ばいになり,

協約によって決められた経営協議会も形だけの運営になった

と早矢仕氏は語る｡ すなわち, 労働組合内の対立がなくなれ

ば, 全金同盟の協力を必要としなくても協調的な労使関係を

維持できた｡ 言い換えれば, 企業別労働組合をベースにした

労使協調路線と全金同盟が主張していた労使交渉ルール化の

路線には, その意味において隔たりがあったと考えられる｡

47) 統一労働協約委員会は統一協約締結後も解散せず, 定期的

に開催されていた｡

48) 森成忠勇氏オーラルヒストリー｡

49) 香取正守氏, 北島泰正氏オーラルヒストリー｡

50) オルソン (1965) によれば, 集合行為の対象者の数が増え

れば増えるほど集合財は成立し難くなる｡ なお, オルソン以

降の理論的な展開としては, Hechter (1987) や木村 (2002)

などを参照｡
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